
松江保健⽣活協同組合  虹 デイサービス 
介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業第１号通所事業 

重要事項説明書 
 
１．事業所の概要 

（1）事業所の所在地 
事業所名称 虹デイサービス 
介護保険指定 
事業所番号 3210112730 

事業所所在地 松江市佐草町 456-1 

連絡先 0852-27-9702（デイサービス直通） 
0852-24-1212（介護医療院 虹 代表） 

通常のサービス提供地域 

⻘葉台、上乃⽊、朝⽇、意宇町、伊勢宮町、⼀の⾕町、⿂町、⼤草
町、⼤庭町、御⼿船場町、古志原、雑賀町、幸町、栄町、佐草町、
⽩潟本町、新雑賀町、新町、袖師町、⼤正町、竪町、⽥和⼭町、 
⽵⽮町、津⽥町、寺町、天神町、灘町、⻄忌部町、⻄津⽥、⻄嫁島、
乃⽊福富町、乃⽩町、⼋軒屋町、浜乃⽊、東朝⽇町、東忌部町、 
東津⽥、富⼠⾒町、平成町、本郷町、⾺潟町、松尾町、⼋雲台、 
⽮⽥町、⼭代町、⼋幡町、横浜町、嫁島町、和多⾒町 

利⽤定員 ⽉〜⾦曜⽇ ３０名    ⼟曜⽇ 23 名 
 
（2）事業所の営業⽇及び営業時間 
営業⽇ ⽉〜⼟曜⽇  １２／３０〜１／３を除く 
営業時間 ⽉〜⼟曜⽇ ８：３０〜１７：００ 
サービス提供時間 ⽉〜⼟曜⽇ ９：２５〜１６：３０ 

 
（3）事業所の職員体制 

職 種 職務内容 ⼈員数 

管理者 事業所のサービス、その他の管理を⼀元的に⾏
います。 

常勤  １名（兼務） 

⽣活相談員 利⽤者の⽣活向上を図るため、家族も同様に適
切な相談・援助を⾏います。 

常勤  ５名（兼務） 

看護職員 利⽤者の健康⾯に注意をはらい、ケアを⾏いま
す。 

常勤  ０名 
⾮常勤 ４名（兼務） 

介護職員 
活性化の充実を図るとともに、⽇常⽣活の 
援助・ケアを⾏います。 

常勤  ５名（兼務） 
⾮常勤 ２名 

機能訓練指導員 
(理学療法⼠含む) 

利⽤者が⽇常⽣活を営むために必要な機能の
減退を防⽌するための訓練を⾏います。 

常勤  ０名 
⾮常勤 ６名（６名兼務） 

 

職員の勤務体制 
⽉〜⼟曜⽇ （１２⽉３０⽇から１⽉３⽇を除く） 
８時３０分〜１７時  体制の状況により９時３０分〜１８時勤務あり 

 



２．事業の⽬的 
事業対象者及び要⽀援者について、その介護予防を⽬的として、厚⽣労働省令で定める期間にわたり 

   ⾷事、排泄等の介護、その他の⽇常⽣活上の⽀援や機能訓練を⾏います。 
 
３．運営⽅針 

 要⽀援状態にある利⽤者が可能な限り、在宅においてその有する能⼒に応じた⾃⽴した⽇常⽣活を継
続して営むことが出来るよう、必要な援助及び機能訓練を⾏います。そして利⽤者の社会的孤⽴感の
解消及び⼼⾝機能の維持並びに利⽤者家族の⾝体的・精神的負担の軽減を図ります。 

 
４．サービス内容 

（1）送 迎 
ご希望により送迎を実施します。送迎の時間は⽇々の諸事情により多少の変動がある事をあらかじめ
ご承知下さい。また、送迎の時間についてのご希望がありましたら、その都度、ご相談下さい。 

（2）⾷事提供 
⾷事の提供及び介助が必要な利⽤者に対して、介助を⾏います。 

（3）機能訓練 
機能訓練指導員を配置。訓練⼠の助⾔のもとに、機能向上を⽬的とした運動を実施し評価のうえ⽣
活の場での機能の低下予防や改善に努めます。 

（4）⼝腔ケア 
   ⾷事が楽しく、安全に⾷べられるよう嚥下体操、⻭磨き指導を実施し、⼝腔機能の維持､向上に努め

ます。 
（5）健康状態の確認や⽇常⽣活の援助 

⾎圧、脈拍、体温など健康状態を毎回確認させていただき、ご家族の⽅にも報告させていただきます。
また、⾷事摂取、移動や移乗、排泄など⽇常⽣活の援助を⾃⽴⽀援の視点に⽴ちさせていただきます。
必要時、主治医・ケアマネージャーと連携をとり健康維持に努めます。 

（6）楽しみの援助 
レクリエーションは｢⽣きがい発⾒｣の場であり、ボランティアさんの⼒も借りながら《楽しみ》を提
供しています。また、脱⽔の予防もかねてお茶の提供、好みも考慮してコーヒー等のサービスもして
います。また、年間活動として季節の⾏事企画や外出レクリエーション等を計画し、楽しみながらで
きる社会参加の⽀援を⾏います。 

（7）介護や⽣活についての相談や助⾔、介護予防通所介護計画に沿った機能訓練・⼝腔ケアの実施 
利⽤者の介護や⽣活について利⽤者や家族の⽅に必要に応じて、相談や助⾔を⾏います。また、介護
予防通所介護計画を作成し、機能訓練・⼝腔ケアやサービスを提供します。 

 
5、⽇常⽣活⽀援総合事業計画の作成･変更 
(１) 介護予防サービス・⽀援計画書に沿った介護予防通所介護での具体的な援助計画を作成します。 
(２) 定期的（１ヶ⽉毎）に利⽤者、ご家族のご意⾒を聞き、看護職員、介護職員などによる介 

 護予防通所介護計画の評価、⾒直しを⾏い、状況を地域包括⽀援センターに報告します。 
(３) 介護予防通所介護計画の⽬標及び内容については、利⽤者⼜は家族の⽅に説明を⾏い、同 

意をいただきます。 
 
６．サービス提供の記録 

（１）サービスを提供した際には、｢通所介護記録書｣を記⼊しています。 
（２）通所介護に関する記録を整備し契約終了から２年間保存します。利⽤者様の求めに応じて閲覧に

応じ、その写しを交付致します。 
 
７．利⽤料⾦と⽀払いについて（別紙料⾦表参照） 
 （１）利⽤料⾦はすべて介護保険報酬制度に準じて請求させていただきます。 



（２）要⽀援認定の効⼒は申請⽇にさかのぼりますので、申請⽇から認定⽇までの間も（暫定介護予防
サービス計画を策定して）サービスが受けられます。 

（３） 料⾦は１０⽇頃に請求⾦額を通知致します。料⾦の⽀払いは原則として⼝座引き落としとさせ 
ていただき、引き落とし⽇は２７⽇となります。介護予防通所介護申し込み時に所定の⼿続きを

お願い致します。 
 

８．介護保険以外の⾃費料⾦内容と請求⽅法について（別紙料⾦参照） 
【請求書による集⾦部分】 
請求書に内容を明記し、実費分を請求させていただきます。 
なお、⽀払い⽅法は利⽤料⾦と⼀緒に⼝座引き落としと致します。 

（１）紙オムツ等・・・・ご使⽤の⽅で、やむをえず事業所のものを使⽤された場合は、 
請求させていただきます。 

（２）⾏事参加費等・・・参加者に内容を明記し実費分を請求させていただきます。 
（３）⾷事材料費・・・・希望される⽅には、⾷事提供を⾏います。 
（４）お茶代 
（５）連絡帳・・・・・・希望される⽅には、ご⽤意させていただきます。 
（６）処置費・・・・・・やむをえず事業所ものを使⽤し処置を⾏った場合は実費分を請求させてい 

ただきます 
 
【直接⽀払っていただく部分】 
○ 外出レクリエーションに参加、リハビリシューズを購⼊された場合 

 
９．当⽇のキャンセルについて 

都合によりお休みされる場合は、できるだけ早くご連絡ください。当⽇のお休みは８時〜８時３０分
までにご連絡をお願いします。前⽇ 17 時以降〜当⽇のキャンセルにつきましては⾷事代が発⽣致し
ますのでご了承下さい。 

 
１０．苦情対応窓⼝ 

相談または苦情に対する窓⼝として担当者をおいています。 
基本的には誰でも対応できるようにするとともに担当者あ
るいは、管理者に引き継いでいます。 

  
 ◆ 電話 ０８５２-２７-９７０２（虹デイサービス直通） 
 ０８５２-２４-１２１２（介護医療院虹代表） 
       管理者  神⽥ 伸代   
 
 

 
１１．緊急の対応 

   通所介護サービス提供中に利⽤者に変化が⽣じた場合､医師とも連絡をとり、必要な措置を講じます。
また､ご家族・主治医・ケアマネージャーへの連絡も⾏います。 

    
 
 
１２．介護事故発⽣時の対応 
(１)  利⽤者の⽣命、⾝体、財産の安全・確保には充分配慮したサービスを提供しますが、万⼀事故が
発⽣した場合は、以下の対応を⾏います。   

(２)  事故発⽣の連絡・・・医師等による必要な処置を⾏うと同時に、あらかじめ届けられた家族など   
の連絡先、ケアマネージャー、市町村に速やかに連絡します。 

苦情は 
◆松江市介護保険課 
   ５５−５６８９ 
◆島根県国⺠健康保険団体連合会 

業務管理課  
介護サービス苦情相談窓⼝ 

２１−２８１１ 
   



(３)  事故に対する賠償・・・事業者の責任による理由で事故が発⽣した場合は、利⽤者に対してその
損害を賠償します。 

(４)  事故の再発防⽌・・・事故の原因の追求と再発防⽌に努めます。 
 

１３．⾮常災害対策 
   消防等⾮常設備等の⽇常点検を⾏うなど安全に努めます。また防災訓練を実施し、従事者の防災意識

啓発を⾏います。⾮常時には「⾮常災害マニュアル」に基づき⾏動します。 
 

１４．虐待防⽌のための措置 
（１）虐待防⽌に関する担当者は、以下の者を選定しています。  
        虹デイサービス  神⽥伸代 
（２）虐待の防⽌のための指針を整備するとともに、虐待の防⽌のための対策を⾏う検 

討委員会、従業者に対する虐待防⽌を啓発･普及するための研修を定期的に開催しています。  
（３）虐待等に関する利⽤者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、虐待等が 

明らかになった場合は、「⾼齢者虐待マニュアル」に基づき⾏動します。 
 

１５．⾝体拘束等の適正化 
（１）事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利⽤者の⽣命または⾝体を保護するため緊急、 

または、やむをえない場合を除き、⾝体的拘束その他利⽤者の⾏動を制限する⾏為（以下「⾝体
拘束」という）を⾏わないものとします。 

（２） 前項の⾝体的拘束等を⾏う場合には、その様態及び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況並びに
緊急やむをえない理由を記録するものとします。 

 
１６．事業継続計画の策定 

事業者は、感染症や災害が発⽣した場合にあっても、利⽤者が継続してサービスの提供を受けられ
るようサービスの提供を継続的に実施、及び⾮常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策
定するとともに、当該計画に従い従業者に対して必要な研修及び訓練を実施するものとします。 

 
１７．ハラスメントの対策 

事業者は、適切なサービスを提供する観点から、職場において⼜は業務中に⾏われる性的な⾔動⼜
は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者
の就業環境が害されることを防⽌するための⽅針の明確化等必要な措置を講ずるものとする。 

 
１８．衛⽣管理等に関する事項 
  （1）事業所は、利⽤者の使⽤する施設、⾷器その他の設備⼜は飲⽤に供する⽔等について、衛⽣的な 

管理に努めるとともに、衛⽣上必要な措置を講じます。 
  （2）事業所は、事業所内において感染症の発⽣⼜はその蔓延の防⽌をするため、次に掲げる措置を講

じます。 
     ①事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のための対策を検討する委員会を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底します。 
     ②事業所における感染症の予防及びまん延防⽌のための指針を整備します。 
     ③従業員に対し、感染症の予防及びまん延防⽌のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
  

１９．利⽤者等の意⾒を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 
   （１）利⽤者アンケート調査、意⾒箱等利⽤者の意⾒等を把握する取り組みを実施しています。 
   （２）第三者による評価は実施していません。 
 

２０．その他 



⼊院または家族の事情により１ヶ⽉以上､介護予防通所介護(デイサービス)を休まれた後､再開を希
望される場合は必ず担当のケアマネージャーに御相談下さい。場合によっては､これまで通りの利⽤回
数、曜⽇ではなく変更をお願いする場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 
上記の重要事項の内容に対して説明いたしました。 

 
令和   年  ⽉  ⽇ 
 

（事業者）    住所    松江市⻄津⽥⼋丁⽬８番１０号   
         名称      松江保健⽣活共同組合 
         代表者     理事⻑  髙濵 顕弘        
 
（事業所）    住所    松江市佐草町４５６-１ 

        名称     虹 デイサービス  
  
        説明者                         
 
 契約書及び本書⾯により、事業者から事項の説明を受けるとともに、介護予防通所介護の開始につい
て同意しました。 

 
（利⽤者）        住所 
 
           
            ⽒名                        
  
上記代理⼈（代理⼈を選任した場合） 
 
          住所 
      
          ⽒名                       



重要事項説明書 ≪別紙料⾦表 2025 年 5 ⽉ 1 ⽇〜≫ 
松江保健⽣活協同組合 

虹デイサービス 
１．利⽤料⾦について      （※ 1 割負担の場合） 

利⽤料⾦については、すべて介護報酬に準じて⾏っています（⼀部負担⾦を掲載） 
 緩和型 従前型 
基本料⾦ 
 

事業対象者、要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤  １,６９６円 
週２回利⽤  ３,４１５円 

要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤  １,７９８円 
週２回利⽤  ３,６２１円 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算
（Ⅰ） 

事業対象者、要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤    ８８円 
週２回利⽤   １７６円 

要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤    ８８円 
週２回利⽤   １７６円 

介護職員処遇改善加算（1） 所定単位数に 9.2％を乗じた⾦額 所定単位数に 9.2％を乗じた⾦額 

⾃⽴⽀援強化・評価加算 事業対象者、要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤   １３０円 
週２回利⽤   ２６０円 

 
なし 

⼝腔栄養スクリーニング加算 （Ⅰ）２０円／回 
（６ヶ⽉に１回） 

（Ⅰ）２０円／回 
（６ヶ⽉に１回） 

科学的介護推進体制加算         ４０円／⽉        ４０円／⽉ 

事業所が送迎を⾏わない場合 （⽚道につき）−４７円 （⽚道につき）−４７円 

同⼀建物に居住する場合の減
算 

業対象者、要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤  −３７６円 
週２回利⽤  −７５２円 

要⽀援 1 及び 2 
週１回利⽤  −３７６円 
週２回利⽤  −７５２円 

介護職員処遇改善加算 ⽉の利⽤料に 9.2％を乗じた⾦額 ⽉の利⽤料に 9.2％を乗じた⾦額 
  
２．介護保険以外の⾃費料⾦内容と請求書による集⾦部分について 
＊⾷事材料費 

お⾷事は、１⾷６００円（税込）で提供させていただきます。 
当⽇キャンセルについては⾷事代⾦が発⽣致します。前⽇１７時までにご連絡ください。 

＊飲み物を、１⽇５０円（税込）で提供させていただきます。 
＊お⾷事の提供を希望されない⽅は、飲み物代として 1 ⽇１００円（税込）を集⾦させていただきます。詳細に

ついては別途説明させて頂きます。 
＊連絡帳（ノート・ノート袋代）については、希望される⽅には 30０円（税込）でご⽤意させていただきます。 
＊写真代は１枚 ３０円（税込）で提供させていただきます。 
＊その他、レク材料費、⾏事費等でその都度頂く場合がありますのでご了承ください。 
 
ご使⽤の⽅でやむをえず事業所の物を使⽤された場合、以下の通り徴収させて頂きます（すべて性込価格です）。 
＊紙オムツ類 
◎ 紙オムツ(カバー) １枚 ２６２円 （税込） 
◎ 紙パンツ １枚 ２０９円 （税込） 
◎ 尿とりパット １枚 ５２円 （税込） 



＊処置費 
◎ワンタッチパッド S １枚 ５０円 ◎マスク １枚 １００円 
◎ワンタッチパッド M １枚 ８０円 ◎カットバン １枚 ５０円 
◎ワンタッチパッド L １枚 １００円    

 
３、介護保険、消費税の変更等により、料⾦の変更が発⽣した場合、随時、料⾦の改定と説明を⾏います。 
 
 
上記の料⾦について説明しました。 
      説明⽇：令和     年      ⽉      ⽇ 
      説明者：         
 
本書⾯により、事業者から事項の説明を受けるとともに、同意しました。 
 
署名                           （続柄     ） 
 


